
ご友人紹介キャンペーンについて

◎ワークオールにご登録・稼働いただいているスタッフの皆様へ

ご紹介いただいたお知り合いの方がワークオールにスタッフ登録された場合、ご紹介料をお支払いし
ます！
※金額に関しては時期によって異なります。最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。

ご自身が弊社に登録後、弊社に登録していない方を紹介します。

◎応募媒体はライン・求人サイト・ＨＰ・どこからでもＯＫ！

※ご自身と同時に登録する方に関してはご紹介の対象にはなりません。
※紹介された人は必ずスタッフ情報登録の際に応募媒体を「紹介」とし、紹介された方のお名前をお書きください。

登録後の紹介者の変更や追加はお受けできません。

紹介された方がお仕事をすることで、紹介した方、紹介された方どちらにも
紹介料を受け取る権利が付与されます。

※紹介された方が勤務しないと、ご紹介料はお支払いできません。
※ご紹介後、お支払いまでにペナルティ（無断欠勤・連絡欠勤・前日のお仕事の確認が取れない・遅刻・早退・期間外キャンセ

ル）が発生した方はお支払いが出来ません。
この場合ご紹介関係にある相手の方は、お支払いができます。

終了報告の備考欄にて、

「●●さんを紹介しました」「●●さんの紹介です」

と記載していただくだけでＯＫ！

※ご紹介料のみのお振込みは対応しておりません。
※ご友人の氏名は必ずフルネームで記載してください。

ご友人紹介の流れ

①ご友人を紹介＆登録してもらいましょう！

②お仕事をしましょう！

③終了報告にて紹介料を申請しよう！

紹介料の申請は
ここに記載！
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ご紹介料はく奪対象のペナルティ一覧

・当日の欠勤・遅刻・早退
・シフトご提出後、2日前の10時以降のシフトのキャンセル
・前日の営業時間内にご連絡がつかず（お仕事の承諾が取れず）、

事実上のシフトキャンセルとなった場合

上記は紹介した方、紹介された方どちらもペナルティ対象の方
のみ適用されます。

※ただし、ご紹介された方の【稼働】が紹介料発生の条件となります
ので、紹介された方が初回稼働を当日お休みされた場合はご紹介した
方のご紹介料もはく奪されてしまいます！ご注意ください。


